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受 理 番 号 陳 情 第 9 5 号 

件   名 柏崎刈羽原子力発電所再稼働等について 

要   旨

新潟市議会においては，平成 24 年７月２日に柏崎刈羽原子力発電所

再稼働に関する意見書を採択するほか，同原発の再稼働に関して熱心

な討論が行われていることに敬意を表します。しかし，この意見書採

択の後も同原発の再稼働への動きは急であり，最近も平成 26 年７月の

再稼働を予定した支援機構による東京電力再建計画が政府の承認を得

ました。また，原子力規制庁による６号機，７号機の審査も進んでい

ます。

他方新潟市議会議事録を見ると，議員からの質問に対して市長は繰

り返し福島事故の検証，総括が終わらないうちは柏崎刈羽原子力発電

所の再稼働は認められない旨を明言しています（2012 年２月，2012 年

６月，2012 年９月，2013 年２月各本会議）。福島事故の検証が済まな

い間に上記のような再稼働の動きが進むなかで，新潟市長のこのよう

な見解の重要性は増しています。しかし残念ながら，この見解が市民

の間で知られているとは言えません。新潟市は柏崎刈羽原発から 40 キ

ロメートルから 80 キロメートルにあり，米国では原発事故の緊急避難

エリアに該当しています。新潟市には柏崎刈羽原発の当事者として，

この市長見解を市民に広く知らせる措置をとるとともに，東京電力や

国などに対し，明確な意思表示や働きかけを行っていただきたいと思

います。
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安全協定に関しては，柏崎市，刈羽村以外の周辺自治体（以下周辺

自治体という）の間で安全協定等の研究会が行われていましたが，安

全協定の内容は新潟県や柏崎市，刈羽村に準じたものは困難であると

いうことで通報連絡になったと説明されています（2012 年２月議会で

の市長答弁）。

しかし，万一の事故の危険を考えれば，安全協定は市民の安全のた

めのとりでとなるものですから，新潟市には周辺自治体の中心となっ

て新潟県や柏崎市，刈羽村に準じた内容の安全協定を粘り強く求め続

けていただきたいと思います。

ヨウ素剤は，事故が起こらなければ不要でそれにこしたことはありま

せんが，万一事故が起こってからの配布は困難をきわめますから，事

故発生がなくても希望者が入手できる措置をとっていただきたいと思

います。

 再生可能エネルギーの導入については，既に新潟市において実施さ

れていることは理解しておりますが，小・中学校を初めとする市有公

共施設を利用して新潟市の再生可能エネルギーの一層の発展への積極

的姿勢を示すことは，市民の再生可能エネルギーへの理解と協力を得

る上に有益であると考えます。

 新潟市が下記５項目の措置をとるよう議会として対応をお願いいた

します。

記 

１ 福島事故の検証が終わらないままでの柏崎刈羽原発再稼働は認め

られない旨の立場から，市長として新潟県，国及び原子力規制委員

会，東京電力に対して，意見表明や働きかけを行うこと。

２ 上記の立場，見解を広く市民に伝える措置をとること。

３ 安全協定に関して，周辺自治体と連携して，新潟県と東京電力の

間に準じた内容とするよう東京電力に働きかけること。

４ ヨウ素剤を希望者が入手できる措置をとること。

５ 新潟市の所有する公共施設への再生可能エネルギー設備の順次設

置を促進すること。


